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eLTAX（地方税ポータルシステム）の令和４年度法人地方税申告等に対応した電子申告 R4、およ

び法人税 R4 電子申告プログラムをリリースいたします。 
 

また、相続税 R4 にて令和元年分相続税修正申告の電子申告に対応しますのでこれに対応した電

子申告更新用プログラムも合わせてリリースいたします。 
 

 

１．発行プログラム 

■電子申告 R4 

システム名 バージョン 

電子申告 R4 22.11 

※ 22.1 用のライセンスが必要です。（前回バージョンから変更なし） 

※ Ｅｉボード Ver.22.10 以上の環境が必要です。（前回バージョンから変更なし） 
 

■電子申告更新用 

システム名 バージョン 更新の対象 

法人税 R4 R04 電子申告更新用プログラム e2 22.20（7/25 公開）以降 

相続税 R4 R01 電子申告更新用プログラム e5 19.31（7/19 公開）以降 

 

 

２．日程 

2022 年 7 月 25 日（月）  

 
※ダウンロードマネージャー、マイページ共通の日程です。 
 

 

３．対応内容 

以下の対応を行いました。 
 

3-1. 法人地方税 令和４年度申告に対応【電子申告 R4】【法人税 R4】 

法人地方税の令和 4 年度税制改正分の電子申告に対応しました。 
 

■法人地方税 令和４年度税制改正対応について 

法人地方税の令和４年度税制改正対応（令和 4 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度から適用）

の新様式について、eLTAX では 7/25 より受付開始となります。 
 

法人税 R4 では同様式変更の対応を Ver.22.30（2022 年 9 月下旬リリース予定）にて行う予定

ですが、eLTAX の 7 月受付開始の対応に合わせ、電子申告においては新様式で出力するように

対応しました。 
  

電子申告 R4 Ver.22.11（法人税 e2、相続税 R01用 e5）のリリース 



 

 

 

■電子申告 R4の帳票プレビュー対応 （旧様式のままプレビュー表示します） 

上記のとおり、法人税 R4 からは新様式で出力されてきますが、電子申告 R4 は旧様式のままの

プレビュー表示（＝結果として、法人税 R4 と同じ表示）を行います。 
 

新様式でのプレビューは法人税 R4 と同時期（2022 年 9 月下旬リリース予定の Ver.22.12）に

対応します。 
 

 
 

3-2. 相続税令和元年分の修正申告に対応【電子申告 R4】【相続税 R4】 

相続税（令和元年分）の修正申告に対応しました。 
 

 
 

相続税の電子申告は 2019 年 10 月より受付が開始され、当時は確定申告のみの受付でした。 

2021 年 1 月よりその対象が修正申告まで拡大されることになりましたが、R4 では当時の最新バ

ージョンである「令和 2 年版」についてのみ修正申告の対応を行っていました。 
 

令和元年分についても修正申告を行いたいという市場要望がありましたので、この度対応を行い

ました。 
 

■相続税 R4 の対応 

令和元年分の修正申告を利用するためには、相続税 R4 本体のバージョンアップも必要です。 

相続税 R4 の対応内容については、以下のシステムインフォメーションをご確認ください。 
 

相続税 R4 令和 1 年相続税修正申告の電子申告対応版（Ver.19.31）のリリース 
 

■電子申告 R4の対応 

電子申告 R4 は 5 月にリリースした Ver.22.10 にて、相続税 R01 からの修正申告データの取り

込みに対応済みです。 
 

※相続税 R4 令和 1 年版（Ver.19.31）リリースのタイミングで情報公開する意図があり、電子

申告 R4 Ver.22.10（5 月リリース）版での案内は控えておりました。 
  

http://r4support.epson.jp/r4support/SysinfR4.nsf/By_Date_Web/222A8CAA6F0B535849258871003BB00D


 

 

 

3-3. 個人住民税(特別徴収分) の納付情報登録依頼に関するプログラム修正【電子申告 R4】 

2022 年 1 月（Ver.21.12）にて対応した個人住民税(特別徴収分)の納付情報登録依頼に関して、 

提出先から提供を受けた税額通知データの内容により送信ができない問題が確認されたため修正

しました。 
 

Q１. 送信不能とはどういう状態になっていたのでしょうか？ 

A１. 金額等を一通り入力して最後に送信処理を実行した後、「納税データの送信が終了しました。」のメ

ッセージが表示されない状態になっていました。 

 

本バージョン（Ver.22.11）にて修正後は、全てのデータにおいて、「正常時」の画面遷移となるよ

うにいたします。 

 

Q２. 「税額通知データの内容による」とは、具体的にはどういうことなのでしょうか？ 

A２. 税額通知を電子データで受領していて、且つ年度の途中で従業員の入退社などによりその金額に

変動があった場合（＝移動届出の提出等を行っている場合）が該当します。 

 

Q３. Q２のような現象がお客様環境で発生した場合、不正な内容で送信が行われてしまっていたのでし

ょうか？ 

A３. いいえ。 

A１に記載しました通り、送信ができない状況に陥るため、本問題により不正な情報で届出が行わ

れたことはありません。 

 

以上、よろしくお願いいたします。 


